
観光情報の発信と交流人口、関係人口の拡大を推進するため、ワーケーションにかかる必要な経費に対し、

補助金を交付します。 

市外に居住する方が、情報通信技術を活用し、普段の職場とは異なる場所で、余暇や観光を楽しみつつ仕

事、研修、地域課題の解決等の業務を行うこと。 

⑴ 市内で宿泊施設を営む者 

⑵ 市外に居住し、同一の宿泊施設に連続して２泊以上宿泊してワーケーション等を行う方 

または、ワーケーション等を行う方を雇用する市外の法人、個人事業主 

事業名 対象者 補助対象経費 補助額 補助の限度額 

①プランＰＲ

助 成 事 業

市内で宿泊施

設を営む者 

ワーケーション等プランを

ＰＲするために要する経費 

⑴ チラシ、ダイレクトメ

ール等の印刷製本費 

⑵ 新聞、雑誌又はインタ

ーネット上への広告料 

⑶ ホームページ掲載に係

る委託料 

⑷ その他これらに類する

費用 

補助対象経費に

２分の１を乗じ

て得た額 

（1,000 円未満

の端数切り捨

て） 

・50 万円限度。 

・年度内１回限り。 

② 利 用

助 成 事 業

市外に居住し

ワーケーショ

ン等を行う

方・ワーケー

ション等を行

う方を雇用す

る市外の法

人、個人事業

主 

宿泊施設の宿泊料（消費税

及び入湯税の額を除く。）・

ワーキングスペースの使用

に要する経費 補助対象経費に

２分の１を乗じ

て得た額 

・１人当たり一泊につ

き、5,000 円限度。

・年度内 20 泊限度。 

・１回の宿泊は 10 泊限

度。

居住地から宿泊施設までの

往復の交通費 

（タクシー利用は市内に限

る。） 

・１人につき、13,000

円限度。 

・年度内２回限度。 

〒021-8501 岩手県一関市竹山町７番２号 商工労働部観光物産課  

電話:(0191)21‐8413（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）FAX：(0191)31‐3037 メール：kanko@city.ichinoseki.iwate.jp 

１．ワーケーション等とは 

２．対象者  

ワーケーション等推進事業費補助金 

４．問い合わせ先 

３．事業内容・対象経費 （※他の助成を受ける場合は対象外）


